
標準図等活用方式に係る防衛省の取組について（１／３）

要 旨

〇 令和５年度以降、防衛力整備計画において示された施設の強靭化を実現するため、標準図等活用方式

（Bー3方式）（以下「B-3方式」※という）により、多数の工事を発注。

〇 ①設計業務の遅延に伴う工期延長、②費用の増加、③監理技術者等の交代、④当初発注時と設計完了時
の工事費が大幅に乖離などに関して様々な懸念が顕在化。

〇 予算要求に当たって、同一年度に設計と工事を要求することを極限化。

〇 予算上は標準図等活用方式になり得る事業を削減したものの、その他の既存の予算ではB-3方式等で進
行中（令和６年度予算の契約件数 ２８８件）であることから、上記①～③の改善するために、本年１月には、発
注者側で、受注者との調整・協議等（①～③）の事務処理を適切に行うよう業務処理要領を作成し、地方防衛
局に相談窓口も設置。

〇 上記④の改善のために、工事の発注に際して数量表に明示する項目及び数量については、工事目的物に
類似する工事等の実績をもとに概略数量及び工事費を算定し大幅な乖離を減らすことを追求。

〇 更に、設計と工事を分離発注せず、工事受注者が設計業務に直接的に関与できるようA方式の運用改善
を検討。

※別途発注の設計業務が完了する前に、概略の図面及び数量を活用して工事を発注し、その後、設計業務の成果品（設計図書）に基づく受発注者間
の協議を踏まえ、契約変更を行い、工事に着手する方式
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工事契約後、速やかに工事受注者及び設計業務受注者、監督
官が打合せを実施し、設計業務の進捗状況及び工事着手時期の
見通し等について認識を揃えること。この際、工事着手時期が
現場説明書から変更となる場合には、直ちに工事一時中止など
の措置を適切に行うこと。

設計業務の遅延に伴い、工事における監理技術者等の拘束に
関する費用又は監理技術者等の交代について、工事受注者から
協議があった場合には、受発注者間で協議の上、適切に対応す
ること。

工事受注者が建設工事の着手見込等を把握し、必要に応じて
工事内容を調整できるようにするため、設計業務受注者は、設
計業務の進捗状況について、情報共有システムを用いるなどし
て、定期的に工事受注者及び監督官に連絡・報告すること。また、
設計業務受注者は、設計業務における結節点（例：３０％、６０％、
９０％の段階）において、工事受注者及び監督官との打合せを実
施すること※。

※当該打合せに係る費用は、工事及び設計業務において、適切に計上

設計業務の遅延に伴い増額となった、次に掲げるような費用
については、受発注者間で協議の上、見積活用を適用するなど、
適切に工事費に計上すること。

監理技術者等の拘束に係る費用（打合せ、工事着手前の準備
に要した分を含む）

発注者側が指示する工期短縮のために必要となる費用（仮設
計画、工法変更、冬期施工、資機材の緊急手配、連れ越し費
等）

賃金水準や物価水準の上昇による費用

作業ヤード等を駐屯地・基地等に確保できない場合の周辺で
の借料等

標準図等活用方式（Ｂ－３方式）に係る業務処理要領（概要） 標準図等活用方式（Ｂ－３方式）に係る相談窓口
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Ａ方式の運用改善に係る基本的な考え方

２

【参考】
整備加速型の要件

※事業に関連する全てを含む総合工事で、以下の特性に該当する事業を対象
①事業規模が大きく、労働者や建設資材等の確保が困難な事業 ④情報保全に特に注意が必要な事業
②工期が厳しく厳格な工程管理を必要とする事業 ⑤総合発注することで、施工の品質向上等が見込まれる事業
③技術的難易度が高い事業

土質調査

測量調査

設計付工事

総合設計業務
総合工事※建築士法の監理含む

A方式の運用改善とは、従来の標準図等活用方式のＡ方式において、

・施工者の技術やノウハウを設計に反映すること

・施工段階での手戻りを未然に防止すること

・施工者が設計の進捗を管理することで工事への早期着手が可能となること（設計の入札手続期間も無くなる）

を目的として、以下のとおり参加形態に係る改善を行うもの。

【適用】

● 同一年度に設計費と工事費が計上された整備加速型の事業

【参加形態】

● コンサル部門を有する施工業者単体又は施工業者によるＪＶ

→設計業務については施工業者自らが実施(⇒従来の設計事務所等に頼らない新たな担い手として期待)

→建築士法に抵触しない範囲の設計業務について、別途設計事務所等に再委託することは妨げない(不調不成立対策へ期待）

● 上記に加え、施工業者と設計業者による異業種のグループの制度化を追求

→コンサルを含めた設計の実施方法について検討中
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【A方式の運用改善のイメージ】


